




























 平成 24 年の児童福祉法の改正において、18 歳以上の障害者については、就

労支援施策や自立訓練を通じ、地域移行を促進するなど、大人としてふさわし

い、より適切な支援を行っていくため、障害者施策で対応することとしたとこ

ろである。一方、平成 23 年 10 月 31 日に行われた障害保健福祉関係主管課長

会議でお示ししたとおり、施行後直ちに指定基準を満たすことが困難な場合も

あるため、指定基準を満たさなくても事業者指定を取ることができるよう経過

措置を講じ、その期限を平成 30 年３月末とお示ししたところである。施行後

３年が過ぎたところであるが、引き続き、移行に向けた取組の推進に努めてい

ただきたい。 

なお、移行予定の状況と障害児入所施設及び障害児通所支援事業所の利用状

況についての調査結果は以下のとおりとなった。【関連資料７】 

  ①障害児入所施設の移行予定状況等について（H27.12.1 現在） 

   ・福祉型障害児入所施設（括弧書きは移行が完了したもの） 

     総  数              ２６５か所（８２か所） 

      (ア)障害児入所施設として継続   １７４か所（６１か所） 

      (イ)障害者支援施設に転換      １２か所（ １か所） 

      (ウ)障害児及び障害者施設を併設   ５１か所（２０か所） 

      (エ)未定のもの           ２８か所 

 

   ・医療型障害児入所施設（括弧書きは移行が完了したもの） 

     総  数              ２１７か所（８４か所） 

      (ア)障害児入所施設として継続    ４５か所（３１か所） 

      (イ)障害者支援施設に転換       １か所（ １か所） 

      (ウ)障害児及び障害者施設を併設  １３８か所（８６か所） 

      (エ)未定のもの           ３３か所 

 

  ②障害児入所施設等の利用状況（H27.12.1 時点） 

   総人数（児者併設施設（※）を含む）           26,221 人 

   ・うち、児童                       8,041 人 

   ・うち、18 歳以上 20 歳未満の特例による障害児入所施設利用 

1,893 人 

   ・うち、児者併設施設（※）において障害福祉サービス（施設入所支援

＋生活介護、療養介護）                 15,516 人 

   ・うち、その他                         771 人 

   （内訳） 

    ○福祉型障害児入所施設（児者併設施設（※）含む）利用者数 

8,174 人 

    ・うち、児童                       5,270 人 

    ・うち、18 歳以上 20 歳未満の特例による障害児入所施設利用者 
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